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野木町農業委員会第７回総会 会議録 

 

１．開催日時   令和３年１月２０日（水）午前１０時招集 

 

２．開催場所   野木町役場 新館２階 第２会議室 

 

３．出席委員   ９名 

会 長      ９番  黒 須 市 郎 

会長職務代理者  ７番  田 村 良 実 

委 員      １番  鈴 木   誠  ２番  柿 沼   誠 

３番  古 澤 清一郎  ４番  渡 邉 初 枝 

   ５番  針 谷 盛 也  ６番  須 田 啓 一 

   ８番  舘 野 アサ子 

 

４．事務局職員  潮事務局長・猪瀬次長兼庶務農地係長・手島主任 

 

５．付議案件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について  

議案第２号 非農地証明願について 

議案第３号 農用地利用集積計画の策定について 

報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報告について 

   報告第２号 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理報 

告について 

   報告第３号 農業経営責任者変更届の受理報告について   
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「 議  事 」 

 

事務局長   開会を宣言（午前１０時） 

 

議  長   あいさつ及び出席委員数の報告及び総会成立宣言を行う。 

議事に入る前に、議事録署名人指名について会議に諮った。 

（異議なしの声あり） 

異議なしの声を受け、議席番号５番 針谷盛也委員、６番 須田啓一委員 

を指名した。書記には、手島主任を指名した。 

議事に入る旨を告げる。議案第１号農地法第５条の規定による許可申 

請について事務局の説明を求めた。 

 

事 務 局   議案第１号について説明。 

       若 林  １筆 ３６２㎡ 

       譲渡人   Ａ 氏 

       譲受人   Ｂ 氏 

       権利の設定 使用貸借権設定 

       事由の概要 一般住宅敷地 

 

議  長   若林地区担当調査員の報告を求めた。 

 

１番委員   １月１３日午前１０時から、６番委員、地元の９番委員、地元推進委員 

で、立会人はＡ氏、Ａ氏の長男のＢ氏、代理人の立会いのもと現地調査 

を行った。申請人は共に農家ではなく、相続により取得した農地である。 

現地は雑草等も生えておらず家庭菜園の跡が見える、農地と言える状況 

であった。 

 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

９番委員   １番委員の調査報告のとおりであり、なんら問題は無いと思われる。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第１号について許可することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号非農地証明願について事務局の説明を求めた。 
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事 務 局   議案第２号（１件目）について説明 

       川 田   ２筆  ２８．１２㎡  登記簿 畑・現況 宅地 

       願出人   Ｃ 氏 

       事由の概要 昭和５５年に行われた土地改良エリアの隣接地であり、願 

出人は当該土地が農地ではないと思っていたことから、農 

家住宅敷地の一部として長期間使用している。 

 

議  長   担当調査員の報告を求めた。 

 

３番委員   １月１３日午前１１時から５番委員、地元の９番委員、地元推進委員で、 

願出人の代理人の立ち合いの下、現地調査を行った。事務局の説明のと 

おり、願出人Ａ氏が申請後亡くなったため、相続人代表のＡ氏の息子よ 

り継続審議の申出があった。また、当該土地は１１月２０日の第５回総 

会において野木農業振興地域整備計画の変更の申請が承認された案件 

である。 

申請地は植え込みや、住宅への進入路、昔から祭っていた塚として使用 

されていた土地であった。見たところ、まぎれもない非農地であると確 

認した。 

今回の申請は申請地の北側に住宅を建てるにあたり、判明し、是正が必 

要なために申請となった。 

 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

７番委員   申請地の南側の砂利道は町道か。 

 

３番委員   町道である。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

９番委員   調査員の調査の通りである。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号１件目について許可することに賛成の委員 

の挙手を求めた。（全員挙手）全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第２号非農地証明願（２件目）について、事務局の説明を 

求めた。 

 

事 務 局   議案第２号（２件目）について説明 
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       野 木   １筆  ８９㎡  登記簿 畑・現況 宅地 

       願出人   Ｄ 氏 

       事由の概要 昭和５０年５月３１日から現在まで、住宅敷地として隣接 

地と一体で利用している。 

 

議  長   担当調査員の報告を求めた。 

 

２番委員   １月１２日午前１０時から４番委員、地元の７番委員、地元推進委員で、 

代理人の立ち合いの下現地調査を行った。申請地の現況は宅地となって 

おり、代理人によれば、事務局の説明のとおり昭和５０年から宅地とし 

て利用している。申請地に建っている家は願い出人の父親が建てた。今 

回申請地が農地であることが判明し、本申請となった。 

       近隣の方の証明もあり、非農地として問題ないと思われる。 

 

議  長   質疑はないか諮った。 

 

５番委員   農地の上に何故住宅が建っているのか。 

 

事務局    ４０年以上前の案件でもあり、願出人も相続人のため何故かは不明。経 

緯としては、家を建てる相談があり、調べたところ、農地の上に家があ 

ることが判明し、是正指導したものである。 

 

議  長   質疑はないか諮った。（質疑なし）地元委員の意見を求めた。 

 

７番委員   調査員の説明のとおりであり、問題ないと思われる。 

 

議  長   他に質疑はないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第２号２件目について許可することに賛成の委員 

の挙手を求めた。（全員挙手）全員賛成と認め許可することを告げた。 

次に、議案第３号農用地利用集積計画の策定について、事務局の報告を 

求めた。 

 

事 務 局   議案第３号について説明。 

       （１件目） 

       新規 中 谷   ２筆 ２１７㎡  現況 田 

       設定する者    Ｅ 氏 

       設定を受ける者  Ｆ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 
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       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （２件目） 

       新規 中 谷   ３筆 １，７１１㎡  現況 田 

       設定する者    Ｅ 氏 

       設定を受ける者  Ｇ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （３件目） 

       新規 野 木   ３筆 １，９９５㎡  現況 田 

中 谷   ６筆 ５，１１５㎡  現況 田 

       設定する者    Ｈ 氏 

       設定を受ける者  Ｆ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （４件目） 

       新規 中 谷   ４筆 ５，７４７㎡  現況 田 

       設定する者    Ｈ 氏 

       設定を受ける者  Ｇ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （５件目） 

       新規 中 谷   ７筆 ６，２３８㎡  現況 田 

       設定する者    Ｈ 氏 

       設定を受ける者  Ｉ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （６件目） 

       新規 中 谷   ３筆 ３，５３４㎡  現況 田 

       設定する者    Ｈ 氏 

       設定を受ける者  Ｊ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 
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       （７件目） 

       新規 中 谷   １筆 １．０５５㎡  現況 田 

       設定する者    Ｋ 氏 

       設定を受ける者  Ｇ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和８年１月３１日 

       利用権の種類   使用貸借権 

 

       （８件目） 

       更新 友 沼   １筆 ２，２３３㎡  現況 田 

       設定する者    Ｌ 氏 

       設定を受ける者  Ｍ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和７年１０月３１日 

       利用権の種類   賃借権 

       借賃       １０ａあたり８，０００円 

       借賃の支払時期  毎年１２月末日までに支払い 

 

       （９件目） 

       新規 中 谷   ３筆 ２，９４１㎡  現況 田 

       設定する者    Ｎ 氏 

       設定を受ける者  Ｏ 氏 

       期間   令和３年２月１日から令和９年１２月３１日 

       利用権の種類   賃借権 

       借賃       全面積で１５，０００円 

       借賃の支払時期  毎年１２月末日までに支払い 

 

議  長   質疑がないか諮った。（質疑なし） 

質疑が無いため、議案第３号について承認することに賛成の委員の挙手 

を求めた。（全員挙手） 

全員賛成と認め、全て承認することを告げた。 

次に、報告第１号農地法第３条の３第１項の規定による届出書の受理報 

告について事務局の報告を求めた。 

 

事 務 局   報告第１号について説明。 

野 木  ３筆  １，９１７㎡  登記簿・現況ともに 畑 

野 渡  ２筆  ３，０５０㎡  登記簿 畑 ・ 現況 田 

中 谷  １筆    ６５６㎡  登記簿・現況ともに 畑 

        計   ６筆  ５，６２３㎡ 

       権利を取得した者    Ｐ 氏 
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       権利取得日  令和２年１０月２１日 

       取得した権利  相続による所有権 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げ、次に、報告第２号農地法第５条 

第１項第６号の規定による農地転用届出書の受理報告について、事務局 

の報告を求めた。 

 

事 務 局   報告第２号について説明。 

       南赤塚 １筆  ３４３㎡  登記簿 畑 ・ 現況 田 

       譲渡人    Ｑ 氏 

       譲受人    Ｒ 氏 

       事由の概要  住宅敷地 

       移転の内容  売買による所有権移転 

 

議  長   この案件は調査不要のため報告のみと告げた。次に、報告第３号農業経 

営責任者変更届の受理報告について、事務局の報告を求めた。 

 

事 務 局   報告第３号について説明。 

       届出人       Ｓ 氏 

       変更前の経営責任者 Ｔ 氏 

       変更後の経営責任者 Ｓ 氏 

       変更理由      死亡のため 

 

議  長   この案件は調査不要であることを告げた。議案第１号から第３号、報告 

第１号から第３号の全ての審議の終了を告げた。次にその他について、 

事務局の説明を求めた。 

 

事務局    ①耕作放棄地の非農地判断について 

 

議  長   他に何かあるか諮った。（別になしの声あり） 

以上で議事が全部終了した旨を告げ、閉会を宣言した。 

（午前１１時３０分） 

 

 

 

 

 

 


